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令和 8 年 3 月 埼葛郡市人権施策推進協議会 

 

 

人権に関する住民の意識を、2 年に 1 回調査することにより、その意識の変化を把握し、今後の人権

行政・教育を推進するための基礎資料として、各施策に活用することを目的とする。 

 
（１）調査地域 三郷市・八潮市・越谷市・春日部市・杉戸町・松伏町 

（２）調査対象 各市町内に在住する満 18 歳以上の方 

（階層 18～29 歳、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60 歳以上） 

（３）標 本 数 1,000 人（市：200 人、町：100 人） 

（４）抽出方法 住民基本台帳からの層化無作為抽出（令和 7 年 10 月 1 日現在） 

（５）調査期間 令和 7 年 11 月 1 日（土）～11 月 30 日（日） 

 
（１）属性（性別、年代）             （２）人権全般に対する意識について 

（３）女性の人権について                 （４）こどもの人権について 

（５）高齢者の人権について          （６）障がいのある人の人権について 

（７）部落差別について                 （８）外国人の人権について 

（９）インターネットによる人権侵害について  （10）性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）の人権について 

（11）人権問題についての意見 

４ 回収結果 
（１）調査票配布数 1,000 人 

（２）回答者数     456 人 

（３）回答率     45.6 ％ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

階 層 

総計 男 女 その他 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

18～29 歳 83 18.2% 38 19.3% 44 17.3% 1 20.0% 

30～39 歳 93 20.4% 40 20.3% 53 20.9% 0 0.0% 

40～49 歳 86 18.9% 31 15.7% 52 20.5% 3 60.0% 

50～59 歳 91 20.0% 41 20.8% 49 19.3% 1 20.0% 

60 歳以上 103 22.6% 47 23.9% 56 22.0% 0 0.0% 

合計 456 100.0% 197 100.0% 254 100.0% 5 100.0% 

人権に関する意識調査報告書（概要版） 

 

Ⅰ 調査の目的 

Ⅱ 調査の概要 

Ⅲ 調査項目 

Ⅳ 回収結果 

Ⅴ 回答者の基本属性 
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Ⅲ 結果の概要 

１ 人権全般に対する意識                    
◆ あなたは、人権について、どのように考えていますか。（○は 1つ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ いまの日本の社会には様々な人権問題がありますが、あなたが関心のあるものはどれですか。 
（該当するものすべてに○） 

 

 

59.9%

48.5%

36.2%

51.5%

21.1%

13.4%

24.3%

21.1%

14.0%

16.2%

30.7%

56.1%

12.5%

30.5%

21.1%

21.3%

19.3%

12.3%

0.9%

5.5%

0.0%

51.5%

54.0%

33.6%

53.3%

18.6%

12.2%

25.1%

24.1%

7.8%

14.0%

32.6%

57.0%

13.6%

31.5%

21.1%

23.2%

19.5%

2.1%

3.7%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性の人権

こどもの人権

高齢者の人権

障がいのある人の人権

部落差別

アイヌの人々の人権

外国人の人権

感染症に関する差別

ハンセン病患者・元患者とその家族の人権

刑を終えて出所した人とその家族の人権

犯罪被害者とその家族の人権

インターネット上の人権侵害

ホームレスの人権

性的マイノリティ（LGBTQ+）の人権

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

人身取引に関する人権問題

地震や台風など災害を起因とする人権問題

ゲノム情報（遺伝情報）に関する人権

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度

 前回調査と同様に「すべて

の人に関わる大切な問題」が

90％を超え、最も高くなって

おり、「自分とは関わりがない

問題」と回答した人は、0.9%

とわずかながらも存在した。 

 また、「関係ある一部の人の

問題」という回答も見受けら

れることから、引き続き人権

教育・啓発を行う必要がある。 

 「女性の人権」が前回調査と比べて 8.4 ポイント増加し 59.9％で最も高くなっており、次いで

「インターネット上の人権侵害」が 56.1％となっている。 

 

Ⅵ 結果の概要 

95.0%

2.9%

0.9%

1.3%

0.0%

93.8%

1.1%

0.5%

4.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべての人に関わる大切な問題

関係ある一部の人の問題

自分とは関わりがない問題

わからない

無回答

令和7年度

令和5年度
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２ 女性の人権に対する意識 
◆ あなたは、女性の人権が尊重されていないと感じるのはどのような行為に対してですか。 

（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ こどもの人権に対する意識 
◆ あなたは、こどもの人権が尊重されていないと感じるのはどのような状況に対してですか。 

（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「男女の固定的な性別役

割分担意識（「男は仕事、女は

家庭」など）を押し付ける」

が 62.1％で最も高くなって

おり、次いで「女性への性暴

力」が 50.7％、「職場での差

別待遇（採用、昇格、賃金な

ど）」が 50.4％となってい

る。 

「仲間はずれや無視、身体

への直接攻撃や相手が嫌が

ることの強制・強要」が

66.0％で前回調査と同様に

最も高くなっており、次いで

「保護者によるこどもへの

虐待・暴力」が 61.2％とな

っている。 

 

62.1%

50.4%

32.2%

50.7%

38.6%

40.1%

19.3%

1.5%

7.9%

0.0%

59.8%

51.5%

21.8%

45.5%

36.6%

37.5%

14.5%

1.8%

8.5%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

男女の固定的な性別役割分担意識（「男は

仕事、女は家庭」など）を押し付ける

職場での差別待遇（採用、昇格、賃金な

ど）

売春・買春・援助交際・パパ活・ＡＶ出演

の強要

女性への性暴力

夫婦間の暴力や交際相手からの暴力（ドメ

スティック・バイオレンス）

職場や学校などにおける性的いやがらせ

（セクシュアル・ハラスメント）

女性のヌード写真を掲載した雑誌、アダル

トコンテンツなど

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度

66.0%

56.4%

41.2%

61.2%

51.1%

39.9%

39.9%

1.8%

4.6%

0.0%

69.2%

57.0%

39.1%

62.1%

55.4%

36.1%

42.5%

1.6%

3.2%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

仲間はずれや無視、身体への直接攻撃や

相手が嫌がることの強制・強要

いじめをしている人や、いじめられてい

る人を見て見ぬ振りをする

教師によるこどもへの体罰

保護者によるこどもへの虐待・暴力

親がこどもに自分の考えを強制し、こど

もの意見を尊重しない

児童買春、児童ポルノ等

ヤングケアラー問題

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度
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４ 高齢者の人権に対する意識 
◆ あなたは、高齢者の人権が尊重されていないと感じるのは、どのような状況に対してですか。 

（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 障がいのある人の人権に対する意識 
◆ あなたは、障がいのある人の人権が尊重されていないと感じるのは、どのような状況に対してです

か。（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「悪徳商法や振り

込め詐欺等の被害者

が多い」が 48.9％で

前回調査と同様に最

も高くなっており、次

いで「経済的な保障が

十 分 で な い 」 が

46.9％、「働ける能力

を発揮する機会が少

ない」が 41.7％とな

っている。 

「障がいのある人また

は障がいについての理解

が十分でない」が 71.7％

と最も高くなっており、次

いで「就職活動や職場にお

いて不利な扱いを受ける」

が42.3％、「障がい福祉サ

ービスが十分でない」が

32.0％となっている。 

「法律の内容まで知って

いる」が 9.2％と前回調査

より 3 ポイント増加して

いる。 

しかしながら、法の認知

が十分とは言えない状況で

あることから、引き続き「障

害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」につ

いて周知に努める必要があ

る。 

障害者差別解消法について 

46.9%

41.7%

33.1%

17.8%

26.3%

31.8%

26.8%

48.9%

1.8%

10.3%

0.0%

41.4%

39.1%

30.6%

21.1%

20.2%

29.0%

21.4%

51.5%

2.3%

7.4%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

経済的な保障が十分でない

働ける能力を発揮する機会が少ない

介護サービスが十分でない

病院や施設が本人の意思に反して自由を制限した

りする

道路や駅、建物の段差等により、外出に支障があ

る

高齢者に冷たい態度をとったり、相手にしなかっ

たりするなど、高齢者の意見や行動を尊重しない

判断能力が十分でない高齢者に、財産管理等経済

生活をめぐる権利侵害がある

悪徳商法や振り込め詐欺等の被害者が多い

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度

71.7%

42.3%

32.0%

14.7%

19.1%

29.6%

17.5%

18.2%

17.5%

0.9%

10.5%

0.0%

68.7%

46.2%

27.1%

14.0%

15.2%

32.6%

17.0%

16.3%

21.1%

2.1%

8.5%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

障がいのある人または障がいについての理

解が十分でない

就職活動や職場において不利な扱いを受け

る

障がい福祉サービスが十分でない

病院や施設が本人の意思に反して自由を制

限する

知的障がい者や精神障がい者等に、財産管

理等経済生活をめぐる権利侵害がある

道路や駅、建物の段差等により、外出に支

障がある

スポーツ、レクリエーション、文化・芸術

活動への参加の機会が少ない

結婚について周囲が反対する

アパート等への入居が難しい

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度
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６ 部落差別に対する意識 
◆ あなたは、部落差別について、ご存じですか。（○は１つ） ※今回の調査から追加した設問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ あなたは、部落差別について、初めて知ったきっかけは、何からですか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ あなたは、結婚しようとする相手が被差別部落出身者であると分かった場合、あなたはどうします

か。（○は１つ） ※今回の調査から追加した設問 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校の授業で教わった」

が 47.0％で最も高く、前回

調査と比べて11.8ポイント

増加している。 

その一方で、「家族（祖父

母、父母、兄弟等）から聞い

た」は 12.1％となっており、

前回調査と比べて 2.4 ポイ

ント減少している。 

部落差別解消推進法及び 
埼玉県部落差別解消推進条例について 

部落差別解消推進法につい
ては、「内容まで知っている」
「できたことは知っている」
を合わせた割合が 29.1％にと
どまっており、認知は十分と
はいえない状況である。 
また、埼玉県部落差別解消推

進条例についても、同様に
16.7％にとどまっていること
から、引き続き両制度について
周知に努める必要がある。 

「できるだけ家族や親戚の

理解を得て、自分の意思を貫

いて結婚する」が42.1％と最

も高くなっており、次いで「家

族や親戚から反対されても自

分の意思を貫いて結婚する」

が 31.4％となっている。 

12.1%

1.2%

0.9%

0.3%

3.5%

47.0%

14.1%

3.5%

1.4%

2.9%

10.7%

1.2%

0.0%

14.5%

0.2%

0.9%

4.1%

0.2%

35.2%

11.7%

3.0%

0.7%

2.5%

9.9%

0.5%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族（祖父母、父母、兄弟等）から聞い

た

親戚の人から聞いた

近所の人から聞いた

職場の人から聞いた

学校の友だちから聞いた

学校の授業で教わった

テレビ・ラジオ・新聞・本等で知った

部落差別に関する講演会や研修会で知っ

た

都道府県や市区町村の広報紙やホーム

ページ、冊子等で知った

インターネットの書き込み等で知った

きっかけは覚えていない

その他

無回答

令和7年度

令和5年度

42.3%

33.8%

23.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

言葉は知っている

言葉も内容も知っている

知らない 令和7年度

「言葉は知っている」が

42.3％で最も高くなってい

る。次いで「言葉も内容も知

っている」が 33.8％となっ

ており、80％近くの回答者

が部落差別を知っていると

いう結果となっている。 

31.4%

42.1%

5.2%

1.7%

19.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家族や親戚から反対されても自分の意思を

貫いて結婚する

できるだけ家族や親戚の理解を得て、自分

の意思を貫いて結婚する

家族や親戚の反対があれば、結婚しない

絶対に結婚しない

わからない

令和7年度
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７ 外国人の人権に対する意識 
◆ あなたは、日本に住む外国人の人権が尊重されていないと感じるのは、どのような状況に対してで

すか。（該当するものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ インターネットによる人権侵害に対する意識 
◆ あなたは、インターネット上での人権侵害に関して、特に問題があると思うのはどのようなことで

すか。（○は３つまで） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「習慣等が異なるため、地

域社会で受け入れられにく

い」が34.9％で最も高くなっ

ており、次いで「就職活動や

職場において不利な扱いを受

ける」が 33.1％となってい

る。また、前回調査において

最も高かった「就職活動や職

場において不利な扱いを受け

る」が 11.5 ポイント減少し

ている。 

ヘイトスピーチ解消法について 

「法律の内容まで知って
いる」は 7.5％で前回調査と
比べて 4.5 ポイント増加し、
「法律ができたことは知っ
ている」は 28.7％で前回調
査と比べて 1.1 ポイント増
加しているものの、法の認知
が十分とはいえない状況で
あることから、引き続き周知
に努める必要がある。 

 

「他人への誹謗中傷（ひど

い悪口）を掲載する」が

80.5％で前回調査と同様に

最も高くなっており、次いで

「ＳＮＳ等において犯罪を誘

発する場となっている」が

48.7％となっている。また、

前回調査より「悪徳商法によ

るインターネット取引での被

害が起こっている」が 5.8 ポ

イント増加している。 

33.1%

20.0%

13.4%

22.1%

19.1%

34.9%

11.8%

25.4%

13.8%

18.9%

2.6%

24.6%

0.0%

44.6%

31.3%

20.7%

28.7%

23.9%

32.6%

9.9%

33.6%

13.6%

2.3%

15.6%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就職活動や職場において不利な扱いを受け

る

年金や医療保険制度などの福祉政策が、日

本人と同じように適用されない

選挙権がない

アパート等への入居が難しい

義務教育年齢に達しているが、学校に通っ

ていないこどもがいる

習慣等が異なるため、地域社会で受け入れ

られにくい

結婚について周囲が反対する

病院や公共施設に十分な外国語表記がない

ので、サービスが受けにくい

店によっては入店を拒否されたり、十分な

サービスを受けられなかったりする

ヘイトスピーチを受ける

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度

80.5%

37.5%

48.7%

12.1%

10.7%

42.8%

27.6%

0.7%

3.5%

0.0%

83.4%

38.9%

46.2%

13.8%

11.3%

44.6%

21.8%

0.7%

3.9%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

他人への誹謗中傷（ひどい悪口）を掲載

する

差別的な表現や差別を助長するような表

現を掲載する

ＳＮＳ等において犯罪を誘発する場と

なっている

捜査の対象となっている未成年者の実名

や顔写真を掲載する

ネットポルノが存在する

個人情報の流出などの問題が多く発生し

ている

悪徳商法によるインターネット取引での

被害が起こっている

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度

情報流通プラットフォーム対処法について 

「法律ができたことも知
らない」が 85.1％で最も高
くなっており、次いで「法律
ができたことは知っている」
は 12.3％となっている。 
法の認知が十分といえな

い状況であることから、「情
報流通プラットフォーム対
処法」について周知に努める
必要がある。 
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９ 性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）の人権に対する意識 
◆ あなたは、性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）の人権侵害に関して、特に問題があると思うのはどの

ようなことですか。（該当するものすべてに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
今後においても、埼葛市町で連携しながら、経年での意識の変化などを把握することにより、啓発

活動をはじめ今後の人権行政・教育を推進するための基礎資料として活用していく。 

Ⅶ 人権に関する意識調査の今後について 

「差別的な言動をされ

る」が 53.6％で前回調

査と同様に最も高くな

っており、次いで「職場

や学校等で嫌がらせや

いじめを受ける」が

45.9％となっている。 

ＬＧＢＴ理解増進法について 

「法律の内容まで知って
いる」は 12.5％で前回
調査と比べて8.4ポイン
ト増加し、「法律ができた
ことは知っている」は
25.5％で前回調査と比
べて3.4ポイント増加し
た。 
 しかしながら、法の認
知が十分とはいえない状
況であることから、引き
続き「ＬＧＢＴ理解増進
法」について周知に努め
る必要がある。 

53.6%

45.9%

31.0%

41.8%

39.4%

27.9%

33.9%

25.7%

15.4%

34.9%

1.7%

9.6%

0.0%

55.4%

50.3%

32.2%

39.8%

33.3%

25.5%

38.2%

32.2%

13.6%

33.8%

1.6%

8.5%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

差別的な言動をされる

職場や学校等で嫌がらせやいじめを受ける

自らが認識する性とは異なる性の服装や言葉

遣いなどを強要される

性別で区別された設備（トイレ・更衣室等）

が使いづらい

家族・友人などに理解が得られない

じろじろ見られたり、避けられたりする

本人の許可なく性的指向・性自認を他人に暴

露される

就職、仕事等で不当な扱いを受ける

アパート等への入居を拒否される

同性のパートナーとの関係を認めてもらえな

い

その他

特にない

無回答

令和7年度

令和5年度


